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第１章 計画策定にあたって 

１１１１    計画計画計画計画策定の策定の策定の策定の趣旨趣旨趣旨趣旨    

国立社会保障・人口問題研究所が平成 24 年に公表した報告書によると、「出生が低位か

つ死亡が中位」による推計結果では、平成 22 年の日本の総人口である１億 2,806 万人

から、平成 72 年には 7,997 万人と、今後 50 年間で 4,000 万人以上の人口の減少が推

計されています。 

今後も続くと予測される人口の減少や急速な少子高齢化の進行、核家族の増加、ひとり

親家庭の増加、就労環境の変化、子どもと家庭を取り巻く環境の変化等、子ども・子育て

を取り巻く環境は大きく変化してきています。 

そのため国においては、次の社会を担う次世代の育成支援を迅速かつ重点的に推進する

ため、平成 15 年に「次世代育成対策推進法」を制定し、次世代育成支援対策の推進を図

ってきました。 

さらに、平成 22 年１月には「子ども・子育てビジョン」が閣議決定され、社会全体で

子育てを支えることによる個人の希望の実現や、「子どもが主人公」「少子化対策から子ど

も・子育て支援へ」「生活と仕事と子育ての調和」といったものが基本的な考え方として

示されました。そして、平成 24 年８月に「子ども・子育て関連３法」が成立しました。 

本町では、平成 17 年３月に「二宮町次世代育成支援行動計画（前期計画）」、平成 22

年３月に同計画の後期計画を策定し、次代を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境の整備

に取り組んできました。 

しかしながら、社会情勢の変化や、子どもや子育て家庭を取り巻く状況が変化している

ことから、新たに「二宮町子ども・子育て支援事業計画（以下、「本計画」という。）」を

策定することとしました。本計画は、平成 25 年度に実施された「子ども・子育てに関す

るアンケート調査」「学童保育にかかるニーズ調査」「子育て支援アンケート調査」の結果

を考慮しながら、子どもや子育て環境の整備をさらに進め、社会全体で子ども・子育て支

援に取り組むことをめざすものです。 

子育てをめぐる現状と課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て関連３法について」     

○急速な少子高齢化（平成 23年度合計特殊出生率 1.39） 

○結婚・出産・子育ての希望がかなわない現状 

 ・独身男女の約９割が結婚意志を持っており、 

希望子ども数も２人以上 

 ・家族、地域、雇用など子ども・子育てを取り巻く 

環境が変化 

○子ども・子育て支援が質・量ともに不足 

 ・家族関係社会支出の対 GDP 比の低さ 

○子育ての孤立感と負担感の増加 

○深刻な待機児童問題 

○放課後児童クラブの不足「小１の壁」 

○Ｍ字カーブ（30 歳代で低い女性の労働力率） 

○質の高い幼児期の学校教育の振興の重要性 

○子育て支援の制度・財源の縦割り 

○地域の実情に応じた提供対策が不十分 

質の高い幼児期の学校教育、 

保育の総合的な提供 

保育の量的拡大・確保、 

教育・保育の質的改善 

 ・待機児童の解消 

 ・地域の保育を支援 

 ・教育・保育の質的改善 

地域の子ども・子育て支援 

の充実 
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２２２２    計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ    

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画

であり、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現や、子ども・子

育て家庭を社会全体で支援することを目的として、「質の高い幼児期の学校教育・保育の

総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善」、「地域の子ども・子育

て支援の充実」をめざすものです。 

さらに、「二宮町次世代育成支援行動計画」における事業についても継承・見直しを行

い、子ども・子育て支援についての総合的な計画とするものです。 

そのため、本計画は、子ども・子育て支援法に基づいた施策を第１部、「二宮町次世代

育成支援行動計画」の継承・見直しを行った施策を第２部として展開します。 

 

 

 

３３３３    計画計画計画計画の期間の期間の期間の期間    

計画の期間は、平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間とします。 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

     

     

 

 

 

４４４４    計画の推進体制計画の推進体制計画の推進体制計画の推進体制    

（１）子ども・子育て会議（１）子ども・子育て会議（１）子ども・子育て会議（１）子ども・子育て会議    

「二宮町子ども・子育て会議条例」の規定に基づいて設置される町長の諮問機関であり、

子ども・子育てに関する施策を審議し、事業計画および事業の円滑な運営を推進し、子ど

も・子育ておよびその支援に関するさまざまな問題提起や提案を、町に対して行っていき

ます。 

 

 

（２）関係機関との連携（２）関係機関との連携（２）関係機関との連携（２）関係機関との連携    

子ども・子育て支援を総合的に行っていくためには、地域や関係機関、行政等、子ども・

子育てに関わる全ての人や機関の連携・協働が重要です。 

そのため、子ども・子育てに関わるさまざまな人や組織等の連携、行政との連携を促進

するとともに、庁内におけるさまざまな所管課との連携も強化していきます。 

二宮町子ども・子育て支援事業計画 









































































  検討事項  

二宮町 次世代育成支援行動部門 基本理念（案） 

 

 

１ 楽しい子育て 子どもの輝くまち 

  （現計画を継承） 

  

二宮町次世代育成支援行動計画 P59 より参照 

 

基本理念は、「二宮町次世代育成支援行動計画」の基盤となる「基本的な考え方」を示しています。 

 前期計画において、二宮町では、この基本理念を『楽しい子育て 子どもの輝くまち』として、

まち全体で子育て家庭を支え、子育てしやすいまちづくりを目指してきたところです。 

 この基本理念には、町の基本構想から「若い人々がこの町で家庭を持ちたい、この町でなら何人

もの子どもを育てたいと願うような」町を目指したいという理念がいかされています。後期計画に

おいても引き続き、地域社会全体が一体となった子育て環境づくりを目指すことにより、二宮町で

子どもを産み、育てたいと思えるような、笑顔で支えあいのまちを実現したいという願いを込めて、

この基本理念を継続していくこととします。 

 

 

 

２ だれもが安心して 子育て・子育ちができるまち 

  （総合計画にある「子育て・子育ちの町」を取り入れ、どのような現状に置かれてい

る子育て世帯でも、安心して子育てができるイメージ） 

 

 

３ みんながつながり 自然とふれあいながら 子育てができるまち 

 （子育て世帯が孤立せず人や機関とつながり、また、自然の多さを生かしながら、子

育てをするイメージ） 

 

 

４ その他 


